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目 次

　「 ち がい≠まち がい（ ちがいはまちがいではない）」，「 Ｉ （ わたし ） メ ッ セージで話し てみよ う 」 めぐ さ ん（ 髙﨑恵さ ん） が語り
かけます。 次第に子ども 達の手が挙がり はじ め， ある子はハキハキと ， ある子は言葉を探し ながら ゆっ く り と 発表し ます。 まわり
の子ども 達は静かに友達の言葉に耳を傾けます。
　 シジエカ キで， グループ分けゲームで， 話し 合いで， 子ども 達はどんなこ と に気づき ， どんなこ と を思い， 考えたのでし ょ う か。
　「 子ども たち の男女共同参画学びの広場推進事業」 は，「 第２ 次鹿児島県男女共同参画基本計画」（ 平成25～29年度） 及び「 第
３ 次同計画」（ 平成30～令和４ 年度） における 戦略的取組のひと つ「 子ども の頃から の男女共同参画の理解を 深める ための教育
現場における取組」 の中核事業と し て， 平成25年度から 実施し ています。
　 地域全体で人権意識や男女平等意識の醸成を図るこ と を目指し て， 児童・ 生徒のワーク ショ ッ プ， 教職員セミ ナー， 保護者・ 地
域のワーク ショ ッ プを一体的に行っ ており ， こ れまでの９ 年間に， 41市町村の延べ98校， 延べ12, 395人に参加し ていただき ま
し た。
　 今年度も 新型コ ロ ナウイ ルス感染症の状況を見極めながら ， 11の小・ 中学校で実施し まし たが， 西之表市立住吉小学校では全
日程が中止に，三島村立三島硫黄島学園では「 学びの広場」 初のリ モート 開催に，南さ つま市立川畑小学校では保護者・ 地域のワー
ク ショ ッ プが中止に， また， 実施でき た各校にも 日程の変更や感染予防対策など大変御尽力いただき まし た。
　 各学校， 各市町村教育委員会， 各市町村， 男女共同参画地域推進員はじ め， 本事業の計画・ 実施にあたり 連携・ 協力いただいた
皆様に心から 感謝申し 上げます。
　 本報告書は， 参加者の感想と と も に， 学校における男女共同参画の研修資料や参加型学習を実践するための手引きと なるよう に
と り まと めまし た。本報告書を御活用いただく こ と で，学校教育における男女共同参画がより 一層推進さ れるよう に願っ ており ます。
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男女共同参画に関する基礎知識

19 6 7
国連総会「 婦人に対する差別撤廃宣言」 採択
※6 0 年代後半～ 70 年代　 欧米を 中心に女性解放運動が盛り 上がる

婦人参政権の獲得19 4 5

日本国憲法（ 19 4 6 公布， 19 4 7 施行）

19 4 6
第 13 条 　（ 個人の尊重） すべて国民は， 個人と し て尊重さ れる。 生命， 自由及び幸福追求に対する国民の権利につ
　 　 　 　 　 いては， 公共の福祉に反し ない限り ， 立法その他の国政の上で， 最大の尊重を 必要と する。

19 7 5   
国際婦人年　 第１ 回世界女性会議（ メ キシコ シティ ）

｢育児休業法｣成立 ( 昭和 51 年施行， 女子教員・ 看護婦・ 保母を対象 )

国連総会「 女子差別撤廃条約」 採択～｢女子に対するあら ゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣19 7 9

19 8 5

 「 女子差別撤廃条約」 日本政府批准

①国籍法の改正（ 父系優先血統主義→父母両系血統主義へ）　 ②男女雇用機会均等法（ 19 8 5 制定， 19 8 6 施行）

③家庭科の男女共修（ 中学校 19 9 3 ～， 高校 19 9 4 ～）

19 9 1　 「 育児休業法」 公布

「 育児休業法」 を「 育児・ 介護休業法」 へ改正（ 介護休業に関する部分を平成11 年から 実施）　19 9 5

19 9 9 　

「 男女共同参画社会基本法」（ 平成 1 1 年６ 月施行）　（ 以下基本法）

「 男女共同参画基本計画」 策定

「 スト ーカ ー規制法」 公布・ 施行
2 0 0 0

2 0 0 1
配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ Ｄ Ｖ 防止法） 公布・ 施行

「 鹿児島県男女共同参画推進条例」 公布（ 2 0 0 2 施行）

「 配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 改正

（「 配偶者から の暴力」 の定義の拡大， 都道府県への基本計画の策定義務化等）
2 0 0 4

「 第２ 次男女共同参画基本計画」 策定2 0 0 5　

「 男女雇用機会均等法」 改正 ( 性別による差別禁止の範囲拡大， 間接差別規定の導入等 )2 0 0 6

「 仕事と 生活の調和 ( ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス ) 憲章｣及び｢仕事と 生活の調和推進のための行動指針｣策定2 0 0 7

「 鹿児島県男女共同参画基本計画」 策定2 0 0 8

「 第３ 次男女共同参画基本計画」 策定2 0 10

「 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（ 女性活躍推進法） 公布

「 第４ 次男女共同参画基本計画」 策定
2 0 15

鹿児島県男女共同参画センタ ー設置2 0 0 3

「 第 2 次鹿児島県男女共同参画基本計画」 策定2 0 13

基本理念－同法  第３ 条（ 男女の人権の尊重） 第４ 条（ 社会における 制度又は慣行についての配慮）

 　 　 　 　 　 　 　  第５ 条（ 政策等の立案及び決定への共同参画） 第６ 条（ 家庭生活における活動と 他の活動の両立）

 　 　 　 　 　 　 　  第７ 条（ 国際協調）

第 14 条 　（ 法の下の平等） すべての国民は， 法の下に平等であっ て， 人種， 信条， 性別， 社会的身分又は門地により ，
　 　 　 　  政治的， 経済的又は社会的関係において ， 差別さ れない。

国民の責務　     第 10 条 国民は， 職域， 学校， 地域， 家庭その他の社会のあら ゆる 分野において基本理念にのっ と り，

 男女共同参画社会の形成に寄与する よう に努めなければなら ない。

事実上の平等を めざす包括法

「 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」 公布・ 施行

「 第 3 次鹿児島県男女共同参画基本計画」 策定
2 0 18

学校における男女共同参画推進のために（ 先生方の研修のためのページ）

男女共同参画社会を実現するためには， 子ども たちに日々接し ている先生方の力が必要不可欠です。 こ の資料は， 先生

方に男女共同参画について理解を深め，推進し ていただく ために作成し まし た。 ぜひ，職員研修等で活用し てく ださ い。

１ 　 男女共同参画推進のあゆみ（ 国際社会・ 国・ 鹿児島県）

20 19 「 女性活躍推進法」，「 男女雇用機会均等法」，「 育児・ 介護休業法」，「 労働施策総合推進法」 改正

20 2 0 「 第 5 次男女共同参画基本計画」 策定

家庭・ 職場・ 学校・ 地域等あら ゆる 場における　 事実上の男女平等” を めざ す包括法・ ・ ・ 国・ 地方公共団体・ 国

民の責務を規定

※男女共同参画－それは， 人権尊重の理念を 社会に深く 根づかせ， 真の男女平等の達成を めざすも のである。
（ 男女共同参画ビジョ ン 9 6 年）

基

　礎

　知

　識
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①　 男女が自ら の意思に基づき， 個性と 能力を十分に発揮できる， 公正で多様性に富んだ， 活力ある持続可能な社会

②　 男女の人権が尊重さ れ， 尊厳を持っ て個人が生きるこ と のできる社会

③　 仕事と 生活の調和が図ら れ， 男女が共に充実し た職業生活， その他の社会生活， 家庭生活を送るこ と ができる社会

④　 あら ゆる 分野に男女共同参画・ 女性活躍の視点を取り 込み， SDGｓ で掲げら れている 包摂的かつ持続可能な世界の

　 　 実現と 軌を一にし た取組を行い， 国際社会と 協調する社会

基本理念

男女共同参画社会を
実現するための

５ 本の柱

男女の個人と し て の尊厳を 重ん
じ ， 男女の差別を な く し ， 男性も
女性も ひと り の人間と し て能力を
発揮でき る 機会を 確保する 必要が
あり ます。

男女の人権の尊重

男女共同参画社会づ く り のた め
に， 国際社会と 共に歩むこ と も 大
切で す。 他の国々や国際機関と 相
互に協力し て 取り 組む必要があり
ます。

国際的協調

男女が対等な家族の構成員と し て，
互いに協力し ， 社会の支援も 受け，
家族と し ての役割を 果たし ながら ，
仕事や学習， 地域活動等がで き る
よ う にする 必要があり ます。

家庭生活における
活動と 他の活動の両立

男女が社会の対等なパート ナーと
し て， あら ゆる 分野において方針
の決定に参画でき る 機会を 確保す
る 必要があり ます。

政策等の立案
及び決定への共同参画

固定的な 役割分担意識にと ら われ
ず， 男女が様々な 活動がで き る よ
う に社会の制度や慣行の在り 方を
考える必要があり ます。

社会における 制度
又は慣行についての配慮

２ 　 男女共同参画社会と はどのよう な社会か

( 1) 　 男女共同参画社会と は

男女が，社会の対等な構成員と し て，自ら の意思によって社会のあら ゆる分野における活動に参画する機会が確保さ れ，

も っ て男女が均等に政治的， 経済的，社会的及び文化的利益を享受するこ と ができ ，かつ， 共に責任を担う べき社会

男女が，互いにその人権を尊重し つつ責任も 分かち合い，性別にかかわり なく ，その個性と 能力を十分に発揮するこ と が

できる社会

○基本法第２ 条による定義○

○基本法前文○

( ２ ) 　 目指すべき 社会ー第５ 次男女共同参画基本計画（ 令和２ 年12月閣議決定）

○男女共同参画社会のイメ ージ図○

男性も 女性も ， 意欲に応じ て， あら ゆる分野で活躍できる社会

職場に活気 家庭生活の充実 地域力の向上

●女性の政策・ 方針決定過程への参

画が進み， 多様な人材が活躍するこ

と によっ て， 経済活動の創造性が増

し ， 生産性が向上

●働き 方の多様化が進み， 男女がと

も に働き やすい職場環境が確保さ れ

るこ と によっ て， 個人が能力を 最大

限に発揮

●家族を 構成する個人がお互いに尊

重し 合い協力し 合う こ と によ っ て，

家族のパート ナーシッ プの強化

●仕事と 家庭の両立支援環境が整

い， 男性の家庭への参画も 進むこ と

によっ て， 男女がと も に子育てや教

育に参加

●男女がと も に主体的に地域活動や

ボラ ン テ ィ ア 等に参画する こ と に

よっ て， 地域コ ミ ュ ニティ ーが強化

●地域の活性化， 暮ら し 改善， 子ど

も たちが伸びやかに育つ環境が実現

ひと り ひと り の豊かな人生
仕事， 家庭， 地域生活など， 多様な活動を自ら の希望に沿っ た形で展開でき ， 男女がと も に夢や希望を 実現

基

　礎

　知

　識
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２  男女共同参画　 関連用語

日本の女性の労働力人口比率（ 労働力率，労働参加率）又は就業率を年齢階級別にグラ フ 化し たと き，3 0 歳

代を 谷と し ， 2 0 歳代後半と 4 0 歳代後半が山になる アルフ ァ ベッ ト のＭのよ う な形になるこ と をいう 。こ

の背景には，結婚や出産を機に労働市場から 退出し ，子育てが一段落すると 再び労働市場に参入する女性が

多いと いう こ と が考えら れる。なお，10 年前と 比較すると ，全ての年齢階級で労働力人口比率は上昇し てお

り ， グラ フ の全体の形はＭ字型から 欧米先進諸国でみら れるよう な台形に近づき つつある。( 国第５ 次男女

共同参画基本計画 )

男女を問わず個人の能力等によっ て役割の分担を決めるこ と が適当であるにも かかわら ず，「 男は仕事・ 女

は家庭」，「 男性は主要な業務・ 女性は補助的業務」等のよう に，男性，女性と いう 性別を理由と し て，役割を

固定的に分ける考え方のこ と 。( 国第５ 次男女共同参画基本計画 )

「 多様性」のこ と 。性別や国籍，年齢などに関わり なく ，多様な個性が力を発揮し ，共存でき る社会のこ と をダ

イ バーシティ 社会と いう 。( 国第５ 次男女共同参画基本計画 )

誰も が潜在的に持っ ている思い込みのこ と 。育つ環境、所属する集団の中で無意識のう ちに脳にき ざみこ ま

れ，既成概念，固定観念と なっ ていく 。（ 国第５ 次男女共同参画基本計画）

一人ひと り が，やり がいや充実感を感じ ながら 働き，仕事上の責任を果たすと と も に，家庭や地域生活などに

おいても ，子育て期，中高年期と いっ た人生の各段階に応じ て多様な生き方が選択・ 実現できるこ と 。( 第３

次鹿児島県男女共同参画基本計画 )

自ら 主体的に行動するこ と によっ て状況を変える力をつけるこ と 。（ 国第５ 次男女共同参画基本計画）

「 社会的・ 文化的に形成さ れた性別」 のこ と 。人間には生まれついての生物学的性別（ セッ ク ス／ sex） があ

る。一方，社会通念や慣習の中には，社会によっ て作り 上げら れた「 男性像」，「 女性像」があり ，こ のよう な男

性， 女性の別を「 社会的・ 文化的に形成さ れた性別」（ ジェ ンダー／ g ender）と いう 。「 社会的・ 文化的に形

成さ れた性別」は，それ自体に良い，悪いの価値を含むも のではなく ，国際的にも 使われている。( 国第５ 次男

女共同参画基本計画 )

結婚し ていない親密な関係にある男女の間に起き る暴力で，一般的に「 デート Ｄ Ｖ 」と いわれている。

配偶者から の暴力と 同様，殴る・ 蹴ると いっ た身体的暴力だけでなく ，怒鳴る・ 束縛すると いっ た精神的暴

力，お金を返さ ない・ お金やプレ ゼント を要求すると いっ た経済的暴力，性行為を強要する・ 避妊に協力し

ないと いっ た性的暴力など，様々な形で起こ る。( 第３ 次鹿児島県男女共同参画基本計画 )

スイ スの非営利財団「 世界経済フ ォ ーラ ム」が作成。次の４ 分野から なり ，０ が完全不平等，１ が完全平等を示す。

【 経済分野】・ 労働参加の男女比　 ・ 同一労働における「 賃金の男女格差

　 　 　 　 　 ・ 推定労働所得の男女比　 ・ 管理的職業従事者の男女比　 ・ 専門・ 技術者の男女比

【 教育分野】・ 識字率の男女比　 ・ 初等，中等，高等学校の就学率の男女比

【 健康分野】・ 出生児性比　 ・ 健康寿命の男女比

【 政治分野】・ 国会議員（ 下院）の男女比　 ・ 閣僚の男女比

　 　 　 　 　 ・ 最近5 0 年における行政府の長の在任年数の男女比

( 国令和３ 年版男女共同参画白書 )

レ ズビアン ( 女性の同性愛者 )，ゲイ ( 男性の同性愛者 )，バイ セク シュ アル ( 両性愛者 )，ト ラ ンスジェ ンダー

( 身体と 心の性が一致し ていないため身体の性に違和感を持っ たり ，心の性と 一致する性別で生きたいと 望

む人 ) 等が， 人口に占める割合が少ないこ と から 性的少数者と 言われるこ と がある。( 第３ 次鹿児島県男女

共同参画基本計画 )

男女が，社会の対等な構成員と し て，自ら の意思によっ て社会のあら ゆる分野における活動に参画する機会

に係る男女間の格差を改善するため，必要な範囲において，男女のいずれか一方に対し ，当該機会を積極的

に提供するこ と 。( 男女共同参画社会基本法第２ 条第２ 号 )

Ｍ字カ ーブ

用　 語 解　 説

固定的な性別
役割分担意識

エンパワーメ ント

ワーク・ ライフ・
バラ ンス

( 仕事と 生活の調和 )

無意識の思い込み
( アンコンシャス・ バイアス )

GGI
（ ジェンダー・ ギャップ指数）

ポジティ ブ・
アク ショ ン

( 積極的改善措置 )

デート Ｄ Ｖ
( 交際相手から の暴力 )

ジェ ンダー

ダイ バーシティ

性的少数者
( 性的マイ ノ リ ティ )

○その他の関連用語は，国や県の基本計画，次のホームページなどを 参考にし てく ださ い。

　 ・「 鹿児島県ホームページ」→「 く ら し ・ 環境」→「 人権・ 男女共同参画」

　 ・「 内閣府男女共同参画局ホームページ」
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　 本県の総人口は， 昭和30年の約204万人を ピ ーク に減少に転じ ， 平成27年には約165万人と なっ ており ， 今後

人口減少は加速的に進行する こ と が予想さ れている。 年齢区分別の人口推移を 見る と ， 14歳以下人口や15～64

歳の生産年齢人口は減少する 一方， 65歳以上人口は増加し てき ている 。

　 その結果， 本県の高齢化率(総人口に占める 65歳以上人口の割合)は， 昭和30年の6.2％が平成27年には29.4％

に上昇し ， 全国よ り 高い水準で推移し ている。

３ 　 男女共同参画社会の形成の促進を図る必要性

（ １ ） 人口減少・ 少子高齢化の進行と 労働力人口の減少

　 本県の状況において，非正規雇用者の割合は増加傾向にあり ，性別でみると ，男性に比べて女性の方が非正規雇

用者の割合が高く なっ ている 。

　 また，平成 30 年の貧困線（ 等価可処分所得の中央値の半分）は 127 万円と なっ ており ，「 相対的貧困率」（ 貧困線

に満たない世帯員の割合）は 15.4％（ 対平成 27 年△0.3 ポイ ン ト ）と なっ ている。

　「 子ども がいる現役世帯」（ 世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子ども がいる 世帯）の世帯員についてみる と ，12.6％

（ 対平成 27 年△0.3 ポイ ン ト ）と なっ ており ， そのう ち「 大人が一人」の世帯員では 48.1％（ 対平成 27 年△2.7 ポ

イ ン ト ），「 大人が二人以上」の世帯員では 10.7％（ 対平成 27 年△0 ポイ ン ト ）と なっ ている。

（ ２ ） 非正規雇用者の増加と 貧困・ 格差の拡大

　 県の総人口は減少傾向にある一方で，世帯数は増加傾向にあっ たが，平成 27 年に減少に転じ ，今後は一層減少

する こ と が予測さ れる。あわせて， 単独世帯数も 減少に転じ る こ と が予測さ れるが， 65 歳以上の高齢単独世帯は

増加傾向にあり ，特に高齢女性の単独世帯は，男性の約２ 倍以上と なっ ている。また，世帯数に占める 母子世帯の

割合は，父子世帯に比べ高く なっ ている 。

（ ３ ） 家族形態の多様化

＜本県・ 全国の社会経済情勢の変化＞

○普遍的価値「 人権」 の確立に向かう 普遍的取組

○社会経済情勢の急速な変化への対応

【 本県】

●非正規雇用者の割合の推移【 本県】 ●貧困率の年次推移【 全国】

【 全国】
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実績値  
（国勢調査）  

平成30年推計値 

（日本の将来推計人口）

（出所）総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成30年３月推計）」
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（出所）総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年７月推計）」
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（出所）総務省「就業構造基本調査」
※非正規雇用者の割合は，
「非正規の職員・従業員」/（「正規の職員・従業員」＋「非正規の職員・従業員」）×100
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（出所） 厚生労働省 「平成 30 年国民生活基礎調査の概況」 より
1994 （平成 6） 年の数値は， 兵庫県を除いたものである。 2015 （平成 27） 年の数値は， 熊本県を除いたものである。
　2018 （平成 30） の 「新基準」 は，2015 年に改定された OECD の所得定義の新たな基準で，従来の可処分所得から更に 「自
動車税 ・ 軽自動車税 ・ 自動車重量税」， 「企業年金の掛金」 及び 「仕送り額」 を差し引いたものである。
　貧困率は， OECD の作成基準に基づいて算出している。
　大人とは 18 歳以上の者， 子どもとは 17 歳以下の者をいい， 現役世帯とは世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世帯をいう。
　等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
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●世帯数（ 一般世帯）， 世帯当たり 人数の推移と 将来推計〔 本県・ 全国〕

●単独世帯数， 一般世帯総数に占める65歳以上単独世帯（ 性別） の
　 割合の推移・ 将来推計【 本県】

●一般世帯数， 一般世帯に占める母子世帯， 父子世帯の
　 割合の推移【 本県】

○世界における男女格差指数 *（ GGI-ジェ ンダー・ ギャ ッ プ指数）は，日本は世界 156 カ 国中 120 位（ 2021 年）

　 * 世界経済フ ォ ーラ ムが発表する経済参画，教育，保健，政治参画の４ 分野のデータ から 構成する 男女格差を 測定する 数値

○近年上昇傾向にあるも のの，令和２（ 2020）年における管理的職業従事者に占める女性の割合は 13.3％であり ，諸外国に

比べると 低い水準と なっ ている。（ 内閣府「 令和３ 年版男女共同参画白書」* 以下「 白書」）

（ １ ） 国際的に見た日本の位置

○全国・ 県と も に生産年齢人口は減り 続け， 高齢化が続く 。世帯当たり の人数減少， 65 歳以上の単独世帯数の増加（ P５ の

（ 1）（ 3）参照）

○男女と も ，「 夫は外で働き， 妻は家庭を守るべき 」と 考え方（ 性別役割分担意識）に反対する者の割合「（ 反対」＋「 どちら か

と いう と 反対」は，男女と も に長期的に上昇傾向にある。

　（「 白書」，県男女共同参画室「 令和３ 年度男女共同参画に関する県民意識調査」* 以下「 県民意識調査」）

○男女の地位の平等感については「 社会通念，慣習，し き たり などで」，「 地域社会の中で」，「 職場の中で」では，男性の方が優

遇さ れていると いう 回答が多い。（「 県民意識調査」）

（ ２ ） 国内， 県内の状況

○女子の大学（ 学部）への進学率は平成期を通じ て大き く 上昇し たが，なお，男子より 低く ，理学，工学で女子学生割合が特

に低い等，専攻分野によっ て男女の偏り がある。（「 白書」）

○研究者に占める女性の割合は緩やかな上昇傾向にあるが， 令和２（ 2020）年３ 月現在で 16.9％と ， 諸外国と 比べて低い。

研究者の大半を占める工学・ 理学分野の女性研究者割合が特に低い。（「 白書」）

（ ４ ） 教育分野における男女共同参画

○共働き 世帯数は年々増加し ており ，近年は男性雇用者と 無業の妻から 成る世帯数を大き く 上回っ ている。（「 白書」）

○６ 歳未満の子ども を持つ夫の家事・ 育児関連時間は，共働き 世帯，夫有業・ 妻無業世帯と も に，平成 18（ 2006）年以降増

加傾向にあるが，妻と 比較すると 低水準である。（「 白書」）

○男性の育児休業取得率は，近年上昇し ているも のの，依然と し て低水準である。（「 白書」）

（ ３ ） 家庭における男女共同参画 

４ 　 知っ ておき たい日本の現状（ 内閣府， 総務省等のデータ から ）

義務教育過程において， 子ども の頃から 男女共同参画の意識を育む教育が重要 !

（出所）総務省「国勢調査」

（出所）総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数将来推計（本県：H31.4,全国：H30.1推計）」
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